
 

 

 

事業者による酸化エチレンの自主管理促進のための指針 

 

本指針は、酸化エチレンの製造、使用等を行う者が実施すべき対策の考え方等を定めた

ものであり、事業者が自己責任に基づき、本指針に従い酸化エチレンの大気への排出（飛

散を含む。以下同じ。）の抑制を図ることによって、大気汚染の未然防止に資することを

目的とするものである。 

 

 

１．対策の基本的考え方 

 

事業者は、大気汚染防止法第 18条の42に基づき、酸化エチレンの大気への排出の抑制

を目的として、排出の状況を把握するとともに、排出を抑制するために必要な措置を講ず

る。 

 

 

２．具体的対策 

 

事業者が実施する具体的な対策には、以下の各項目が含まれていること。 

 

（１）情報の把握、測定の実施等 

事業者は、酸化エチレンの製造・使用等の状況を把握するとともに、物性・毒性情報等

の関連する情報を入手し、環境管理部門、購買部門、製造現場等の当該物質を取り扱う関

係者に周知すること。また、酸化エチレンの測定を適宜行い、排出の状況を十分把握し、

排出抑制対策の実施に活用すること。この際の測定は、国において定める方法を参考にし

て実施すること。排出の状況を把握するに当たっては、PRTRの届出の算出方法等を参考に

すること。 

なお、地方公共団体が事業所周辺でモニタリングを実施している場合には、事業者は、

可能な限りその測定結果の活用に努めること。 

 

（２）客観的目標の設定等 

事業者は、その属している業種又は類似した業種において策定されている自主管理計画

を踏まえ、酸化エチレンの大気への排出抑制対策として、令和７年度末を目途とする排出

原単位の低減、排出量の削減等の客観的排出管理目標を定め、その達成状況を毎年度評価

すること。 

 

（３）排出抑制対策の実施 

事業者は、排出管理目標の達成を図るため、自主管理計画を踏まえ、排出ガス処理装置

の設置を含め、現時点で利用可能な排出抑制技術の活用や下水道及び公共用水域への排出



 

 

の抑制等に努めるとともに、使用実態に応じて製造工程の変更や代替物質の使用等の適用

可能な対策をとること。 

 

（４）情報の提供等 

事業者は、取引関係がある関係事業者等に対し、酸化エチレンについての自主管理の実

施の周知・要請、安全情報・技術情報の提供等を積極的に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


